
平成 26年 3月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 新宮町 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 

委託内容：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．後見人になる人研修 

・研修の名称 

  「新宮町市民後見人養成研修」 

・研修対象者 

  20歳以上の町民で、家族や町民の後見人になる意志のある人 

（町民の後見人等になる予定の人は町外在住の人も受講可能）で、原則す

べての講座に参加していただける人。  

・研修内容 

  成年後見制度の仕組み、後見人の仕事（申し立て演習等）、事例検討 

後見人等への同行、福祉施設等での成年後見を利用すべき人との交流 

２．後見につなげる人研修 

 ・研修対象者 ①医療・福祉関係者 ②民生・児童委員、福祉委員 

        ③住民 

３．後見人対策研修 

 ・研修対象者 ①医師会・歯科医師会・薬剤師会 ②金融機関 

４．同行研修 受講生(後見候補者）と本人や家族との話し合い 

５．フォローアップ研修 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

１．平成２５年 ９月 受講生募集 

１０月～平成２６年１月 養成研修 

（７５分×４コマ）×７日間  

＋ 同行・施設実習等２０時間以上 

１．平成２５年 ７月 

２．平成２５年１０月、平成２６年１月 

３．研修開始後、随時 

４．２６年２月末 

 

備      考 

 

市民後見人養成研修 受講生：27人 

修了生：27人 

 



平成 26年 3月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 新宮町 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 

委託内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．受講生を中心に活動組織（任意団体・ＮＰＯ・社会福祉協議会等）の立

ち上げに向けた支援を行う。 

 

２．地域における後見ニーズと活動組織との連携を包括支援センターがサポ

ートする。 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

 １．２  平成２６年１月（養成研修終了後）～３月 

 

備      考 

 

受講修了生がＮＰＯ法人設立予定 

 



平成 26年 3月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 新宮町 

 

事 業 区 分 （３）市民後見人の適正な活動のための支援 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 

委託内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．後見等ニーズ抽出：ニーズ抽出のためのセミナー 

２．ケースの仕分け（後見制度利用の要否） 

３．本人等への後見利用意思確認 

４．受講生（後見候補者）と本人や家族との話し合い 

５．住民からの判断能力が低下した方に関する相談や高齢者からの個別の

相談対応 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

１   平成２５年７月 

２～５ 平成２５年１０月（講座開始）以降 随時 

 

備      考 

 

 

 



平成 26年 3月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 新宮町 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 

委託内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民後見推進運営委員会の立ち上げ 

 メンバー：新宮町（高齢福祉担当・障がい福祉担当）、学識経験者 

地域包括支援センター、その他 

 検討内容：１．本事業推進 

      ２．行政としての後見施策の立案 

①申立て 

②費用助成・報酬助成 

③活動組織支援 

④地域包括（通常業務）による後見バックアップ 

 体制構築 

⑤自治体内調整 

          

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

 平成２５年１０月 第１回 市民後見推進運営委員会 開催 

       １１月 第２回   〃  

      １２月 第３回   〃 

   ２６年 １月 第４回   〃 

       ３月 第５回   〃 

 

備      考 

 

 

 

 


